
曽於市クリーンセンター年末年始の業務について
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令和７年　　月　　日（水）～令和８年　 月　 日（日）12 31 １ ４
【クリーンセンター年末年始の休業日】

毎年 12 月中旬頃から粗大ごみを中心に搬
入する方々が増えるため、大変混雑し待ち
時間が長くなっております。
ごみを搬入しようと計画している方は、年
末年始を避けた搬入にご協力ください。

【月曜日～土曜日】

　午前８時 30 分～
　午後４時 30 分

【第３日曜日】

　午前 9 時～午後４時
※�日曜日（第３日曜日を除く）/

国民の祝日・休日 / 振替休日は
休業します。

クリーンセンターの
営業日・搬入時間

こちらからクリーンセンター
のライブカメラ映像を見るこ
とができます

    �� 市民環境課 環境政策係　  ☎ ０９８６ｰ７６ｰ８８０５問

※�１月 1 日・2 日が祝日のため、月１回の
不燃ごみ・資源ごみ収集を１週ずらして
行います。該当するごみステーションに
出される際は、日程を確認してください。

講　師
主　催

申し込み

日　時

定　員
費　用
場　所
持ち物

曽於市内在住
18 歳以上の方対象

だれでもできるやさしいヨガ
     保健課　健康増進係　☎ ０９８６ｰ７６ｰ８８０６問

曽於市食生活改善推進員連絡協議会
R プラーナヨガ　鎌田　利香 氏
令和 8 年 1 月 15 日（木）
受付：午後 1 時 30 分～　時間：午後 2 時～ 3 時
12 月 15 日（月）　午前 9 時～
保健課窓口または電話・LINE で申し込み
先着 30 名　※定員に達し次第募集を締め切ります
無料
生きいき健康センター　集団健診室
運動ができる服・飲み物・タオル・室内靴

椅子を使った誰でもできる簡単なヨガです。呼吸法・
瞑想・ヨガで心と身体と呼吸を整えましょう。

物価高騰対策 上水道料金（基本料金）の減免について

　　水道課  ☎  0 9 8 6 - 7 6 - 8 8 1 2問
上水道料金（基本料金）の減免

曽於市上水道を使用している契約者

上水道料金の基本料金の全額

令和 7 年度４期～６期（請求月 11 月～３月）
※ 申請手続きは不要です
※ 使用した水量は減免されません
　 1㎥あたり 121 円（消費税込み）
※ 下水道料金は減免されません

※ �居住する住宅にて上記の上水道料金（基本料金）の減免を受けている方は、給付金の対象外です
※ �下記①②③の複数に該当する方は、いずれか一つに対する給付となります
※ �申請は 1 世帯 1 回限りとなります

対 象 者

減 免 額

減免期間

給 付 先

対 象 者

給 付 額

申請期間

取 扱 例

持参するもの

持参するもの

持参するもの

基本料金

減免

物価高騰対策 生活用水使用者給付金の支給について

生活用水使用者支援給付金

小規模水道組合の代表者

次の条件を両方満たす方

・�令和７年 10 月１日に曽於市に住所が
ある組合加入者の世帯主

・�区域内に居住し住宅にて生活用水とし
て水道を使用している方

１加入世帯当たり 3,000 円

10月1日 ～ 令和８年１月23日まで

※ �給付金は小規模水道組合の代表者にお支
払いします

※ �給付金の取り扱いは、小規模水道組合に
て決めていただきます

水道料金から差し引く　など

水道組合の印鑑と通帳

① 小規模水道（集落水道）を使用している方

対 象 者

対 象 者

給 付 額

給 付 額

申請期間

申請期間

次の条件を両方満たす方

・�令和７年 10 月１日に曽於市に住所が
あり隣接市町の水道契約世帯の世帯主

・�水道契約している市内の住宅に居住し
生活用水として水道を使用している方

１戸当たり 3,000 円

10月1日 ～ 令和８年１月23日まで

・水道検針票または水道料金通知書の写し
・申請者（世帯主）の通帳

② 隣接市町水道を使用している方

③ 自家水（井戸・湧水など）のみ使用している方

次の条件を満たす方
・�令和７年10 月１日に曽於市に住所があ

り、居住している住宅で自家水のみを生
活用水として使用している方（世帯主）

１戸当たり 3,000 円

10月1日 ～ 令和８年１月23日まで

申請者（世帯主）の通帳

本庁　　 水道課　　　☎０９８６－７６－８８１２
大隅支所 産業振興課　☎０９９－４８２－５９５４
財部支所 産業振興課　☎０９８６－７２－０９４１
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